
 

1 

公示番号： 160396 

国名：ケニア 

担当部署：産業開発・公共政策部 資源・エネルギーグループ第二チーム 

案件名：再生可能エネルギーによる地方電化推進のための人材育成プロジェクト（太

陽光発電教育・研修） 

 

１．担当業務、格付等 

（１）担当業務：太陽光発電教育・研修 

（２）格 付：２号 

（３）業務の種類：専門家業務 
 

２．契約予定期間等 

（１）全体期間：2016年7月中旬から2016年10月下旬まで 

（２）業務Ｍ／Ｍ：国内 0.30Ｍ／Ｍ、現地 1.87Ｍ／Ｍ、合計 2.17Ｍ／Ｍ 

（３）業務日数： 準備期間 現地業務期間 整理期間  

 3日 56日 3日  

 

３．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：１部 

（２）見積書提出部数：１部 

（３）提出期限：６月２２日(12時まで) 

（４）提出方法：専用アドレス (e-propo@jica.go.jp)への電子データの提出又は 

郵送（〒102-8012 東京都千代田区二番町5番地25二番町センタービ

ル)（いずれも提出期限時刻必着） 

提出方法等詳細についてはJICAホームページ（ホーム＞JICAについて＞調達情報＞

調達ガイドライン、様式＞業務実施契約（単独型）（2014年4月以降契約）＞業務

実施契約（単独型）簡易プロポーザルの電子提出について）

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/20150618.html）をご

覧ください。なお、JICA本部1階調達部受付での受領は廃止しておりますので、ご

持参いただいても受領致しかねます。ご留意ください。 

（５）評価結果の通知：提出されたプロポーザルはJICAで評価・選考の上、各プロポ

ーザル提出者の契約交渉順位を決定し、2016年６月２８日（火）までに個別に

通知します。 

 

４．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針等： 

①業務実施の基本方針 １６点 

②業務実施上のバックアップ体制等 ４点 

（２）業務従事予定者の経験・能力等： 

①類似業務の経験 ４０点 

②対象国又は同類似地域での業務経験 ８点 

③語学力 １６点 

④その他学位、資格等 １６点 

（計１００点） 

http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/20150618.html
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類似業務 
再生可能エネルギー分野（特にオフグリッド

地方電化）の研修に係る各種業務 

対象国／類似地

域 
ケニア／全世界 

語学の種類 英語 

 

５．条件等 

（１）参加資格のない社等：特になし 
（２）必要予防接種： 

黄熱：入国に際してイエローカード（黄熱病予防接種証明書）の携行が推奨され

ます。 

 

６．業務の背景 

ケニアは、地方部の電化を促進するために地方電化マスタープラン（2009-2018年）

を策定し、2020年までに地方電化率（2009年時点で10%未満）を40%まで引き上げるこ

とを目標としており、送配電線の延伸（グリッド電化）と独立型電源による未電化地

域への電化（オフグリッド電化）を推進している。JICAは、2009年度にケニアを対象

に、「アフリカ地域未電化村における再生可能エネルギー活用促進プログラム準備調

査」を実施し、①未電化地域の再生可能エネルギーによる地方電化の課題の整理、②

再生可能エネルギー普及のための方策策定、③協力の可能性の検討を行った。その結

果、再生可能エネルギーによる地方電化のニーズが非常に高いことが判明し、地方電

化にかかる適正技術の活用と維持管理にかかる人材育成の必要性が明らかになった。

このような経緯を踏まえ、ケニア政府より日本政府に対し、ジョモケニヤッタ農工大

学（以下、JKUAT）をカウンターパート(以下、C/P)機関として、「再生可能エネルギ

ーによる地方電化のための人材育成プロジェクト」（以下、本プロジェクト）の協力

要請が提出され、2011年8月より2017年1月までの予定でプロジェクトを実施中である 

現在、本プロジェクトには2名の長期専門家（現地滞在型）と複数名の研究開発分

野等の短期専門家（シャトル型）が派遣されている。 

 本プロジェクトは、JKUATの再生可能エネルギーによる地方電化のための研究開発、

教育、研修能力が、関係者間（産学官）の連携とともに強化されることを目標として

いる。その目標達成のために期待されている成果としては、①日本人研究者との共同

研究を通じたJKUATの再生可能エネルギー分野の研究開発の改善（研究開発コンポー

ネント）、②共同研究の成果を活用した教育活動（講義・授業及び／または学生研究）

の改善（教育コンポーネント）、③再生可能エネルギーによる地方電化のための研修

実施能力の向上（研修コンポーネント）、及び④産学官関係者間の連携強化（産学官

連携コンポーネント）の4点があげられる。 

2012年度には、主に③の研修コンポーネントの成果達成に資することを目的として、

「再生可能エネルギー研修計画」専門家を派遣し、ケニアにおける「再生可能エネル

ギー（地方電化を中心として）」分野の人材育成に関するニーズアセスメント、キャ

パシティアセスメント調査を実施した。その結果、最も研修ニーズが高い分野は太陽

光発電であることが判明した。これを受け、JKUATは再生可能エネルギー協会（以下、

KEREA）と共同で同分野の研修トレーナーを育成するためのパイロット研修

（Trainings of Trainers:ToT)を、主に技術訓練校（以下、TTI）における電気・電

子工学科の教員を対象として2012年12月より開始した。これらのニーズの背景には、
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エネルギー規制委員会（以下、ERC）が導入した太陽光発電設備の販売業者及び設置

業者に対する規制・資格認定制度の存在があり、資格取得のための技術トレーニング

は国内のTTIで実施されることから、TTIの教員による正しい太陽光発電技術の習得が

早急に求められている状況がある。JICAはこれを支援するため、2012年度後半から

2015年度にかけて、「太陽光発電教育・研修」専門家を複数回にわたり派遣し、ToT

受講者のフォローアップ（TTI教員等受講者への技術的アドバイス）、JKUATおよび

KEREA関係者等が務めるToT講師の能力強化研修、ケニア国内の太陽光発電技術者資格

制度に携わる政府関連機関職員への技術講習、ToTカリキュラムおよび教材開発の改

善・方向性への助言等を実施した。その結果、複数名のToT講師の知識および指導ス

キルが向上し、それが徐々に同講師が指導するToT自体の質の向上へと繋がりつつあ

る。2014年度においては、JKUAT及びToTの受講者が太陽光発電技術の教育・研修を実

施する際に役立つカリキュラムと教材の開発支援を行った結果、二週間のトレーニン

グに最適化したカリキュラムと教材が完成し、同年8月及び2015年8月に行った第5回

及び第6回ToTにおいて導入した。これまでの活動を通し、研修コンポーネントにおい

ては、一定の成果が見られるものの、さらなるToT講師の人数増を目的とした能力強

化研修の継続と充実、ToTにおける新カリキュラム及び教材の活用とその定着及び改

善支援の余地があることが判明している。加えて、太陽光発電設備の設置にかかる規

制・資格認定制度においても、施行強化を目指すうえでの、研修費用に対する補助金

の検討や試験内容の見直し・改善も必要性も確認されている。 

以上を踏まえ、本太陽光発電教育・研修専門家は、他の専門家及びケニア側関係者

と協力して、JKUATがKEREAと共同で継続実施しているToTの更なる改善支援（ToT講師

の能力強化含む）、新カリキュラム及び教材の活用と定着支援、更には太陽光発電設

備の設置事業者に対する規制・資格認定制度の改善に係る提言案の作成を行う事を目

的に派遣される。 

 

７．業務の内容 

本業務従事者は、技術協力プロジェクトに係る手続き、仕組みを十分に把握した上

で、本プロジェクトに派遣される他の専門家とも協同し、太陽光発電技術分野のToT

改善、新カリキュラム・教材の活用と定着にかかる助言・支援を行う。なお、本太陽

光発電教育・研修専門家は研修コンポーネント活動の中心となり総合的な纏め役とし

て現地での活動を実施することが期待される。具体的な業務内容は以下のとおりであ

る。 

 

（１）国内準備期間（2016年7月中旬） 

 ① 本プロジェクトに関する既存報告書等を通じ、プロジェクト全体の進捗及び

各コンポーネントの考え方等について把握する。 

 ② 2012～15年度に派遣された「太陽光発電教育・研修」専門家の業務完了報告

書及び本プロジェクトがまとめたToT報告資料等をレビューし、ケニアにおける

太陽光発電の教育・研修に関わる機関を含め、本件業務の背景について詳細に

把握する。 

③ ワーク・プラン（和文・英文）を作成しJICA産業開発・公共政策部へ説明・

提出する。 

 

（２）現地業務期間（2016年7月下旬～2016年9月中旬） 
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①  ワーク・プランについて、JICAケニア事務所、プロジェクト及びC/Pに説明・

提出する。 

 ② 直近に実施されたToTの状況や、ToT受講者自身が開催した研修の様子・結果

についてJKUAT講師より報告を受け、課題及び今後取り組むべきポイントについ

てC/Pと検討し共有する。 

③ ToTの実施に先立ち、ToTの講師養成の一環として、JKUAT及び関係機関の教職

員に対し約2週間の指導講習を実施する。また、必要性が認められた場合は補完

講習も実施することとする。 

④ 研修自体の質の向上および講師自身の指導力向上のため、JKUATとKEREAが共

同で実施する約2週間のToTの側面支援（講師への教授法に関する助言、受講者

への技術指導含む）を行う。また本プロジェクトで作成したカリキュラムと教

材の導入に伴い、更なる内容強化や改善の余地があるかToT講師及びToT受講者

への意見調査を実施する。 

⑤ 2013年及び2014年度「太陽光発電教育・研修」専門家業務完了報告書に記載

されている、太陽光発電設備の設置にかかる規制・資格認定制度を導入したERC

に対する課題等を確認したうえで、本プロジェクトチーフアドバイザーからERC

の活動状況について説明を受ける。その後、関係機関と協議の上、太陽光発電

設備の設置業者に対する規制・資格認定制度の改善及び提言案の作成を行う。 

 ⑥ 現地業務結果報告書（英文）を作成し、JICAケニア事務所、プロジェクト及

びC/P機関に提出、報告する。 

 

（３）帰国後整理期間 （2016年9月下旬） 

 ① 本業務の結果を踏まえ、JKUATでの太陽光発電分野に関する研修活動に対す

る提案・助言を含む専門家業務完了報告書（和文）を作成し、JICA産業開発・

公共政策部に提出する。 

 

８．成果品等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。 

なお、本契約における成果品は（３）専門家業務完了報告書とする。 

 

(１) ワーク・プラン（現地派遣時） 

     英文4部（JICA産業開発・公共政策部、JICAケニア事務所、C/P機関、プロジェ

クト）  

  和文3部（JICA産業開発・公共政策部、JICAケニア事務所、プロジェクト） 

現地業務期間中に実施する業務内容を関係者と共有するために作成。業務の具体的

内容（案）などを記載。 

 

(２) 現地業務結果報告書（現地派遣終了時） 

     英文4部（JICA産業開発・公共政策部、JICAケニア事務所、C/P機関、プロジェ

クト）   

記載項目は以下のとおり。 

①業務の具体的内容 

②業務の達成状況 
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(３) 専門家業務完了報告書 

和文3部（JICA産業開発・公共政策部、JICAケニア事務所、プロジェクト） 

記載項目は以下のとおり。 

①業務の具体的内容 

②業務の達成状況 

③業務実施上遭遇した課題とその対処 

④プロジェクト実施上での残された課題および助言・提言 

⑤その他 

 

 なお、上記成果品の体裁は簡易製本とし、電子データも併せて提出すること。また、

業務従事月報を作成し、JICA産業開発・公共政策部に提出する。 

 

９．見積書作成に係る留意点 

本公示にかかる見積書の積算を行うにあたっては、「コンサルタント等契約におけ

る見積書作成ガイドライン」

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html）

を参照願います。 

留意点は以下のとおり。 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます（見積書に計上して下さい）。 

航空経路は、成田⇔ドーハ/ドバイ⇔ナイロビを標準とします。 

 

（２）本業務従事者が現地活動として行う太陽光発電技術基礎講習（JKUAT及びKEREA

のToT講師対象）においては、現地で独立型電源（SHS）の設置事例またはデモ

機器を活用できる予定であるが、講習の際に業務従事者が使用する測定関連機

器については、業務従事者が準備すること。同機器の損料及び輸送料（保険等

含む）については必要に応じ見積計上を可とするが、輸送に必要な手続きにつ

いては本業務従事者が責任を負うこと。なお、免税手続きに関してはJICAが支

援することとする。 

 

10．特記事項 

（１）業務日程／執務環境 

①現地業務日程 

現地派遣は2016年7月末出発を予定しています。 

②現地での業務体制 

本業務に係る現地プロジェクトチームの構成は、以下のとおりです（本業務

の現地業務期間に派遣されている専門家のみ記載しています）。 

・チーフアドバイザー/再生可能エネルギー（長期派遣専門家） 

・業務調整（長期派遣専門家） 

③便宜供与内容 

プロジェクトチームによる便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア）  空港送迎 

あり 

イ）  宿舎手配 

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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あり 

ウ）  車両借上げ 

必要な移動に係る車両の提供（宿泊ホテル-JKUAT間への移動を含む。） 

エ）  通訳傭上 

なし 

オ）  現地日程のアレンジ 

プロジェクトチームが必要に応じアレンジします。 

カ）  執務スペースの提供 

 IEET内プロジェクトオフィスにおける執務スペース提供（ネット環境

有り） 

 

（２）参考資料 

①本業務に関する以下の資料をJICA産業開発・公共政策部資源・エネルギーグル

ープ第二チーム（TEL:03-5226-6922）にて配布します。 

・終了時評価調査報告書（案） 

・2012年～2015年度「太陽光発電教育・研修」専門家業務完了報告書 

②本業務に関する以下の資料がJICAのウェブサイトで公開されています。 

・プロジェクト基本情報

（http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWALL/52049A3D2DA85B

1749257806000EB94A?OpenDocument） 

・詳細計画策定調査報告書 

（http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000001076.html） 

・運営指導調査報告書 

（http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000012086.html） 

    ・中間レビュー調査報告書 

（http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000017181.html） 

 

（３）その他 

①本プロジェクトについては、2013年1～2月に運営指導調査を、2013年10～11月に

中間レビュー調査を、2014年1～2月に終了時評価を実施しています。 

②業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求めて

いる制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂き

ます。 

③本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（2014年10月）」

（http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf）の趣旨を念頭に業務

を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口ま

たはJICA担当者に速やかに相談してください。 

④現地業務期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICAケ

ニア事務所において十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のため

関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時

連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動

手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意する。また現地作業中にお

ける安全管理体制をプロポーザルに記載する。 

以上 

http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWALL/52049A3D2DA85B1749257806000EB94A?OpenDocument
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWALL/52049A3D2DA85B1749257806000EB94A?OpenDocument
http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000001076.html
http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000012086.html
http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000017181.html
http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf

